
2.消費者向け活動

 苦情相談窓口「通販110番」について
①法的設置根拠・・・「特定商取引に関する法律」 （苦情の解決） 第三十二条

※「消費者基本法」 第六条

業務内容・・・・・「会員の営む通販に関する苦情」が対象

申し出人に必要な助言、会員に迅速な処理を求める

相談対応のスタンス・・・相談の性質上、会員外の業務に関する相談についても事実上対応

※ 他の関連機関とも協力関係を推進

② 積極的な取り組み・・・「事業者からの相談受付・助言」

③ 偏りのない「実効性のある助言」を行う

 啓発活動について
①各自治体からの依頼に応じ、消費者や消費生活相談員を対象としたセミナーを実施

②消費者向けパンフレットの作成・配布 [※配布資料]
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